
「（仮称）小川にぎわい広場 素案」の説明 

 

これまでの経緯 

小川駅西口地区市街地再開発事業では、敷地の北西部分に、 

約 1,000 平方メートルの「（仮称）小川にぎわい広場」を整備予定です。 

市では、これまでにいただいた市民意見を踏まえ、昨年秋に、広場の「原案」を作成し、 

10 月にワークショップ、10～11 月にアンケートを実施しました。 

いただいたご意見を踏まえ、このたび「素案」を作成しましたので、再度、意見聴取をします。 

 

 

コンセプト 

「小川駅西口地区市街地再開発事業公共床等の整備基本計画」では、全体的なコンセプトとして、 

「回遊や滞在による、にぎわいの創出を目指す」ことを掲げています。 

このたび提示する「（仮称）小川にぎわい広場 素案」は、 

これまでに市民の皆様からいただいた、広場についての様々なご意見を踏まえ、 

「憩
いこ

い（日常）と にぎわい（イベント時等）のある空間」を目指し、 

さらには、 

・日常の何気ないにぎわいを生み出し、小川らしい風景を育てる広場 

・単なる空間としての「スペース」ではなく、人々の活動の舞台となり、空間や街への思い入れや 

結びつきを強化する居場所＝「プレイス」をつくる 

といった理想を目指して作成しました。 

 

 

「（仮称）小川にぎわい広場 素案」の概要 

開放感のあるオープンスペース 

・並木の下で憩う人々に緑陰をもたらす 

・イベント時（マルシェやお祭りなど）には仮設テントやキッチンカーを配置できる 

・舗装は地域の短冊形地割りを踏襲したデザイン 

・広場を横切る際の動線をイメージした通路を設置し、スムーズな移動を実現するとともに、 

空間にメリハリをつけ、多様な過ごし方に寄り添う 

イベント時にはステージにもなるデッキテラス（縁台、ベンチ） 

・多様な使われ方を想定し、安全かつ造形としても楽しめるように形状を工夫 

→縁台として座る、寝転ぶ、イベント開催時にはステージとして使用、子どもたちの遊び場… 

座れる場所 

・憩いのスペースとしてベンチは多く配置 

・縁台の前には、そのまま座れるような人工芝のスペースを配置 

みどり、水 

・新たにできる広場に、潤いのある緑地帯を創出 

・シンボルツリーを設置し、広場に個性をもたせる 

・植栽の中に飛石を設けて、緑と触れ合いながら植栽の中を歩けるようにする 

・ポップアップ噴水を設けて、夏場に子どもが楽しめると共に、打ち水効果も創出 

照明 

・夜間は、広場全体として安全安心の明るさに 

・部分的にスポット照明や間接照明を配置し、魅力的な場に 



 

「原案」から「素案」での主な変更点など 

縁台（デッキテラス） 

・原案では南側に配置していた縁台を、サイズを縮小して東側に配置 

→イベントに対して、肯定的な意見とともに、にぎわい過ぎることへの懸念や、日常を重視してほし

いといった意見も一定数あったことを踏まえ、縁台のサイズを縮小 

→東側の駐車場の目隠し効果を高めるため、緑地帯のほか、縁台を東側に配置 

→縁台が東側になることで、ビルからも縁台の様子が見える（原案では、縁台を後ろから眺める形） 

 

芝生広場（歩行者動線となる通路を設置） 

・市民意見を参考に、人工芝のスペースを設置 

・広場をななめに横切るケースが多く想定されることから、その動線に沿った通路を設置 

（人工芝の広場を横切る場合、雨で濡れていると滑りやすくことなどを考慮） 

・動線が交差する形から、複数のスペースが生まれ、多様な過ごし方がしやすい空間デザインに 

（広場でしたいことについての、多様な市民意見を考慮） 

・動線が交差する形となっていることで、人が出会う場所を象徴 

 

並木の下にベンチ 

・「座る場所が多くほしい」「木陰にベンチがあると良い」などの意見があったことを踏まえ、並木の

下にベンチを設置 

 

シンボルツリー 

・「画一的に感じた」「待ち合わせのシンボルがあると良い」「ランドマーク的な何か」などの意見が

あったことを踏まえ、広場の個性となるシンボルツリーを設置 

 

水の広場（水場、ポップアップ噴水） 

・「水場や水景があると良い」「水遊びがしたい」「噴水があると良い」などの意見を踏まえ、コスト

とのバランスも考慮し、通常の水場のほか、ポップアップ噴水（地面から水が噴き出す）を設置 

→水場と噴水をまとめることで、給排水の設備もまとめられる 

→子どもの遊び場、夏場の涼（打ち水効果）など、複数の機能が期待できる 

 

バリアフリー 

・バリアフリーへの配慮について複数の意見があったことを踏まえ、また、貫通通路内にも点字ブロッ

クを敷設することとしたことを踏まえ、歩道と貫通通路（ビル１階を南北に貫通する通路）をつなぐ

点字ブロックを敷設 

 

防災 

・防災機能について複数の意見があったことを踏まえ、ベンチトイレ（ベンチの脚部を非常時に便座と

して使用できるマンホールトイレ）を設置 

 

その他 

・トイレの設置について、複数の要望はあったものの、ビル１階の貫通通路にトイレを設置する予定で

あることから、広場には設置しないこととした。 

・原案では提示していなかった夜間（照明）の案も提示した。 


